
１．はじめに

東京港臨海大橋（東京ゲートブリッジ）は、東
京港臨海道路のⅡ期事業であり、中央防波堤外側
埋立地から若洲までの約４．６kmの臨港道路の内、
海域（海上）１．６kmの橋梁となっている。また、
現状の道路混雑を緩和するとともに新ターミナル
で取り扱われる新たな物流需要への対応等、物流
の円滑化を目的として計画されており、主橋梁、
海上アプローチ橋梁、陸上アプローチ橋梁から構
成されている。
本橋の特徴は、上部工と中間橋脚が剛結する
ラーメン構造であり、剛結部は景観上の配慮から
上部工と橋脚を同一断面にしている。
本橋は、隣接工区や中間橋脚との取合精度を確
保するために大ブロックや全体の形状管理が重要
であり、大ブロックの３次元計測を実施し、その
結果を用いて橋梁全体の形状管理を行った。
本稿では、架設工事について報告する。

工事概要
本工事は、海上アプローチ橋梁上部の工場製作
工、地組立工、架設工、支承工、橋脚（剛結工）
工および仮設工を行うものである。
工場にて製作・地組された大ブロック（７ブロ
ック）を３，０００t 吊級の起重機船（F．C）で浜出し

し、１２，０００t 積級台船にて海上輸送した後、３，０００
t 吊級 F．Cおよび４，１００t 吊級 F．Cにて一括架設
を行なった。
工事概要は以下の通りである。
発 注 者：国土交通省関東地方整備局
施工場所：東京都江東区青海地先、若洲地先
橋梁形式：
鋼３径間連続鋼床版箱桁ラーメン橋（５工区）
鋼４径間連続鋼床版箱桁ラーメン橋（７工区）
橋 長：３５２．０００m（５工区）、５０６．０００m（７工区）
支 間 長：１１０．８００m＋１１２．０００m＋１０９．１５０m（５工区）
１１９．６５０m＋２＠１２２．５００m＋１２０．６００m（７工区）
総 幅 員：２１．０００m
有効幅員：歩道３．５００m、車道２＠７．７５０m
総 重 量：８，８００t
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図―１ 施工位置図
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２．現場における課題・問題点

①隣接工区や中間橋脚との取合い精度を確保する
ための形状管理方法
②高度制限を考慮した架設計画
③架設時の支口形状の調整方法
④陸上側架設時起重機船の係留・操船方法

特に上記の項目について十分な検討を行い、架
設計画を立案した。

３．問題点に関する対策

�１ 起重機船（F．C）の選定
架設に先立ち、作業船舶進入部の深浅測量を実
施し、水深の確認を行なった。起重機船の喫水を
確保できない場合は、進入路および作業箇所の浚
渫等が必要であった（別工事）。また、架設地点
が東京国際空港B滑走路の延長進入表面下に位
置しているため高度制限を考慮したうえで、起重
機船のシアーストップ高及びアウトリーチより、
選定した結果、７工区WP４～WP６の１径間（ブ
ロック）を４，１００t 吊級 F．Cで、前記以外のブロ
ックすべてを３，０００t 吊級 F．Cで架設することと
した。

�２ モーメント連結
本橋の大ブロック継手は、架設時のたわみ等を
設計・製作に反映しないモーメント連結であり、
仕口形状の調整は、支点部に高さ調整設備（嵩上
げ量を予め算出）を設けて行なった。但し、７工
区最終ブロック（WP４～J８）は、高さ調整設
備が設置できないため、F．Cにてブロックを保
持した状態で仕口形状の調整を行った。

図―３ セッティングビーム

�３ 架設時仮設備
鋼床版の継手が現場溶接であるため、架設時に
継手部へ応力を与えず連結作業を行うために、荷
重をセッティングビームで支持する構造とした
（図－３）。

図―２ 施工位置図
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また、架設桁の端支点部の調整高さ（嵩上げ）
が６００～１，４００mm程度と架設桁の仕口形状により
それぞれ異なるため、各々の脚に高さ調整設備（仮
支承部、図－４）を設置した。また、仕口の微調
整を行うため引寄せ設備を桁内（L．Flg 上）と
DECK上に設けた（図－５）。

５工区および７工区とも陸上側の架設位置が護
岸や岸壁に近いため、ストックレスアンカーでは
起重機船を係留・操船できない状態であった。そ
こで３００t の鋼製シンカーや陸上部に設置した重
力式アンカー（重量１６０t 場所打ちコンクリート
製）にて係留・操船を行なった。
重力式アンカーを設置する護岸には、自然に配
慮した被覆石があったため、係留索により被覆石
を崩したり、係留索が破断する恐れが考えられる

ことからワイヤー防護設備（図－６）を設けた。
また、係留索がサイクリングロードを横断するた
め架設日の前後は、一般者の通行止めを行なった。

�４ 架設
各ブロックの架設時は、波や風によるF．Cの
動揺がほとんど無く、F．Cの操船により架設位
置の調整を行うことができた。７工区の最終ブロ
ックは、トラス橋との取り合い（あご掛け）部に
高さ調整設備（約１，５００mm）を設けるスペース
がなかったため吊切での添接作業（ボルト約５，０００
本）を行った。セッティングビーム等での仮受け
ができず、吊切架設での仕口調整およびボルト締
付作業であったため、F．Cの拘束時間が長くな
り潮位の変化に伴うフックの荷重バランスも同時
管理しなければならなかった（図－７）。

図―６ ワイヤー防護設備

図―４ 高さ調整設備

図―７ 工区最終ブロック架設状況

図―５ 支口調整設備（DECK上）
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F．Cの操船管理および架設作業時に迅速かつ
安全・確実にF．Cの誘導ができる様、架設桁お
よび起重機にGPS計測器を取り付けコンピュ
ター制御により、各数値計測と計算処理を行い、
操船者・作業指揮者にモニターで視覚的に情報を
提供した。
曳航時および架設地点において航空局・空港事
務所等と協議を行い高度制限の制約を厳守した状
態での架設となった。

【計測内容】
１．位置誘導システム
起重機を設定された位置まで誘導するシステム
吊芯位置・船首方向・ジブ角・船体傾斜角・吃水等

２．高度制限監視システム（図－８）
起重機船の最高点となる箇所の高度管理
ジブ・バックステーの高度・当該位置における
高度制限クリアランス表記

３．架設桁姿勢監視システム（図－９）
架設桁の橋軸方向方位と傾斜角を計測

４．おわりに

本橋はRC中空橋脚と鋼床版箱桁を剛結する構
造であり、全径間の架設が完了した後に剛結コン
クリートで固定する設計となっている。そのため
平成２３年１月現在、剛結部コンクリート工の施工
の最中である。
難易度の高い工事であり、大型のFCを使用し
大ブロック一括架設を行った特殊な工事において
計７回の架設を完了できた背景には、各担当者が
施工計画以前の段階での各種検討や現場準備段階
において問題点の抽出を行い立案した施工計画に
基づき、施工を行った成果であると思います。

図―８ 高度制限監視システム

図―９ 架設桁姿勢監視システム
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